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令和8年3月19日発行

永岡地区生涯教育センター

住所 金ケ崎町永沢堀切後18-4

TEL・FAX 44-6068

9:25 金ケ崎駅発→10:07 古舘駅着

到着後ウォーキング 出発

11:10   城山公園着、散策

12:00 昼食・休憩（ビアック大盛軒）

13:00 出発→紫波中央駅 周辺散策

14:18 紫波中央駅発→14:56 金ケ崎駅着

到着後解散

4月17日(金) 9:10 JR金ケ崎駅 集合

■持ち物 飲み物、汗拭きタオル、天候により雨具

■服 装 動きやすい服装、帽子

■参加費 1,620円（電車運賃）＋昼食代

※片道分810円はお釣りなしでご準備いただきます

■定 員 10名程度

■申込み ４月７日（火）までに永岡地区センターへ

※定員になり次第締め切り

【問合せ・申込み】 永岡センター ☎44ｰ6068

春の紫波町内を散策します🌸
城山公園の桜

雨天

決行です☂

途中坂道がある長めのコースになります。

永岡地区の皆様のご協力を頂きながら、今年度も無事に１年間を終えることができました。大変ありが

とうございました！来年度も地域の皆様が笑顔で集いあえる場所となれるよう、職員一同、精一杯務めて

まいりますので引き続きご支援ご協力をよろしくお願い致します。

2月2日(月)、上記事業を開催しました。スカットボール、

スマイルボウリング、輪投げの３種目を体験。ルールは難し

くないのに、どの競技もなかなか狙い通りいかず苦戦。でも

段々と慣れてきて競技を楽しんだ皆さんでした！すべて当地

区センターにある用具ですので、ぜひご活用ください♪

行事の写真を

永岡センターに掲示しており

ますので、ぜひ足を運んで

みてください☺

6/2 庭木剪定講習会 6/6 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ大会 7/31 ふるさと少年塾 8/22 人生大学移動研修

9/7 永岡地区敬老会 9/26 ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ・ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙづくり 10/23 ｽﾏｲﾙﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会



月 日 内 容 時 間 場 所 

3/19(木) 
永沢 G.G クラブ（毎週木曜日） 9:30～12:00 ふれあいホール・体育館 

永岡地区老人クラブ連合会 13:00～16:00 ふれあいホール 

3/20(金) 

永岡遺族会 9:30～11:00 ふれあいホール 

下永沢老人クラブ 13:00～15:00 ふれあいホール 

永岡清流太鼓の会（毎週金曜日） 19:00～21:00 ふれあいホール 

3/22(日) 
上永沢第一自治会（13:00～準備） 14:00～18:00 ふれあいホール 

下永沢子供会 15:30～19:00 研修室 

3/23(月) ながままサークル 10:00～16:00 研修室・体育館 

3/25(水) 
伊藤様（毎週水曜日） 10:00～14:00 ふれあいホール 

及川様 13:00～16:00 調理室 

3/26(木) 永岡地区自治会連合会監査会（18:00～準備） 18:30～19:30 ふれあいホール 

3/27(金) 金ケ崎町バドミントン協会 19:30～21:00 体育館 

3/30(月) 下永沢老人クラブ 9:30～12:00 ふれあいホール 

3/31(火) 上永沢老人クラブ 13:00～15:00 ふれあいホール 

4/5(日) ４地域環境保全住民協議会 16:30～20:00 ふれあいホール 

4/7(火) 永岡地区自治会連合会意見交換会（17:30～準備） 18:00～19:30 会議室 

4/9(木) JA 岩手ふるさと 10:30～14:30 ふれあいホール 

4/17(金) ふれあい歩こう会 9:10～15:00 紫波方面 

4/25(土) 春季狂犬病集合予防注射会場 8:55～9:35 駐車場 

 

３月・４月の施設利用、永岡地区センター関連事業(予定)

金ケ崎町中央生涯教育センターが所管している町の施設について、令和８年４月１日からの施設申請に

あたり、文化芸術・スポーツ・生涯学習・社会福祉活動等を行っている町内の団体の活動状況を把握する

ため、施設使用許可申請書に加えて『金ケ崎町教育施設等利用団体活動状況確認書』（年１回）の提出を

お願いします。

個人の利用者についても活動状況を把握するため、確認書の提出が必要となりますのでご理解とご協力

をお願いします。

【確認書提出先】中央生涯教育センター、各地区生涯教育センター、町文化体育館、金ケ崎要害歴史館

問合せ先：中央生涯教育センター 総務係 44-3123

令和８年４月１日から、各地区生涯教育センター体育館の利用について、体育施設設備への影響を考慮

し下記の通りとします。施設申請の際、使用目的が下記事項に該当する場合、ご利用をお断りする場合が

ありますのでご理解ご協力をよろしくお願いします。なお、町内の小学生については、これまで通りご利

用いただけます。

●禁止事項●（施設や備品に破損の恐れがあるため）

〇施設の壁を傷つけるまたは強い衝撃を与える可能性のある活動

〇屋外での活動を想定したボールを使う行為

〇足でボールを扱うことを前提とした競技や行為

（例）野球やソフトボールでのキャッチボール、サッカー等でボールを蹴る など

問合せ先：中央生涯教育センター 総務係 44-3123

※確認書の提出から承認まで時間がかかる場合がありますので、余裕をもった提出をおすすめします。


